
件   名 
亀山市長及び副市長の給与に
関する条例の一部を改正する
条例 

企画総務部 
人事情報室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨 

平成２５年４月１日から平成２９年２月５日までの間に支給する市長及び

副市長の給料及び期末手当の額については、本条例第２条第１項に規定する

給料の額からその額（期末手当の基礎となる給料の額を含む。）に１００分

の５を乗じて得た額を減じた額としています。 

また、同期間に支給する市長及び副市長の退職手当の額については、本条

例第４条第３項に基づき計算した額から、その額に１００分の２０を乗じて

得た額を減じた額としています。 

依然として厳しい経済情勢を踏まえ、平成２９年４月１日から平成３３年

２月５日までの間に支給する市長及び副市長の給料、期末手当及び退職手当

の額を引き続き減額するため、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給する市長及

び副市長の給料の額は、本条例第２条第１項に規定する給料の額からその

額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額とします。 

 ＜附則第９項関係＞ 

 減額前 減額後 

市長の給料月額 ９９５,０００円 ９４５,２５０円 

副市長の給料月額 ７４５,０００円 ７０７,７５０円 

（２）平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給する市長及

び副市長の期末手当の基礎となる給料の額は、本条例第２条第１項に規定

する給料の額からその額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額としま

す。 ＜附則第１０項関係＞ 

（３）平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給する市長及

び副市長の退職手当の額は、本条例第４条第３項の規定により計算した額

からその額に１００分の２０を乗じて得た額を減じた額とします。 

＜附則第１１項関係＞  
 



 
 減額前  減額後  

在職年数が４年間
の場合の退職手当
の額 

市 長 １７,９１０,０００円 １４,３２８,０００円 

副市長  ８,３４４,０００円  ６,６７５,２００円

３ その他  

施行日は、平成２９年４月１日とします。  

≪教育長及び病院事業管理者の期末手当≫  

教育長及び病院事業管理者の期末手当の支給については、亀山市教育委員

会教育長の給与、勤務時間等に関する条例（平成２８年亀山市条例第３号）

第４条及び亀山市病院事業管理者の給与に関する条例（平成２８年亀山市条

例第４号）第４条において市長及び副市長の例によると規定しているため、

市長及び副市長と同様の減額となります。  

 
 



 
 

亀山市条例第８号  

 

   亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条

例  

 

 亀山市長及び副市長の給与に関する条例（平成１７年亀山市条例

第４１号）の一部を次のように改正する。  

 附則に次の３項を加える。  

（平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給す

る給料の額等に関する特例措置）  

９  平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間（次項に

おいて「特例期間」という。）に支給する市長及び副市長の給料

の額は、第２条第１項の規定にかかわらず、同項各号に規定する

給料の月額から当該額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額

とする。  

１０  特例期間に支給する市長及び副市長の期末手当の額について

は、第３条中「給料月額」とあるのは、「附則第９項の規定を適

用した給料の月額」と読み替えるものとする。  

 （平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給す

る退職手当に関する特例措置）  

１１  平成２９年４月１日から平成３３年２月５日までの間に支給

する市長及び副市長の退職手当の額は、第４条第３項の規定にか

かわらず、同項の規定により計算した額から当該額に１００分の

２０を乗じて得た額を減じた額とする。  

   附  則  

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  


